
第
五
節

特
別
市
制
へ
の

条
件
の
成
立

特
別
市
制
運
動

1 

特
別
市
制
運
動
の
経
過

困
難
化
す
る
大
都
市
の
行
財
政
の

つ
の
解
決
策
と
考
え
ら
れ
た
の
が
特
別
市
部
で
あ
っ
た
。

－
横
浜
の
ふ
ハ
大
都
市
に
適
用
さ
れ
、
向
月
公
布
の
道
路
法
第
一
七
条
に
お
い
て
国
道
・
府
県
道
は
府
県
知
事
を
管
理
者
と
す

大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
四
月
、
都
市
計
罰
法
が
公
布
さ
れ
、
ま
ず
東
京
・
大
阪
・
京
都
・
名
古
屋
・
神

る
が
「
但
シ
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
市
ニ
於
一
プ
ハ
其
ノ
市
内
ノ
間
道
及
府
県
道
ハ
市
長
ヲ
以
テ
管
理
者
ト
ス
L

と
規
定
さ
れ
、

月
に
こ
の
但
書
は
六
大
都
市
に
適
用
さ
れ
る
旨
の
勅
令
が
出
た
。
こ
う
し
て
神
戸
市
を
含
む
六
大
都
市
を
特
別
扱
い
す
る

法
制
が
強
い
始
め
て
き
た
。

都
は
明
治
二
十

他
方
、
東
京
・
大
阪
で
は
そ
れ
以
前
か
ら
特
別
市
制
を
要
求
す
る
動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
も
と
も
と
東
京
・
大
阪
・
京

の
市
制
施
行
時
に
お
い
て
特
例
と
し
て
扱
わ
れ
、
市
長
・
助
役
を
置
か
ず
府
知
事
（
官
選
）
・
書
記
官
が
そ

れ の
職
務
を
担
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
宿
泊
権
獲
得
運
動
が
お
こ
り
、
明
治
一
二
十

に
も
市
制
が
適
用
さ

年
に
は
こ
の

般
の
市
投
み
に
な
っ
た
。
東
京
市
の
特
別
市
制
を
要
求
す
る
法
案
は
関
治
二
十
九
年
以
来
、
国
会
に
提
出
さ
れ
つ
づ
け
た
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が
、
衆
議
院
で
は
首
長
公
選
、
貴
族
院
で
は
官
選
と
い
う
意
見
対
立
に
よ
り
流
産
し
て
ぎ
た
。
大
正
期
に
入
り
、
大
正
七
年
の

第
問

O
議
会
の
衆
議
院
に
、
東
京
と
大
阪
に
特
別
市
制
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
建
議
案
が
提
出
さ
れ
可
決
さ
れ
た
。
翌
八
年
に

も
っ
東
京
市
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
が
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
（
審
議
未
了
）
。

八
年
十
月
の
六
大
市
長
会
議
で
は
、
六
大
都
市
の

権
限
拡
張
に
関
し
、
道
路
法
・
河
川
法
の
う
ち
市
に
移
管
す
べ
き
も
の
の
建
議
、
都
市
計
画
法
施
行
と
と
も
に
土
地
収
用
法
中

の
市
一
区
改
正
に
関
す
る
も
の
は
市
長
の
権
限
に
す
る
建
議
を
そ
れ
ぞ
れ
提
出
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
特
別
市
部
を
一
刻
も
浮
く

実
施
せ
ら
れ
た
き
旨
の
上
山
中
を
行
う
こ
と
な
決
定
し

神
戸
市
の
特

別
市
制
遜
動

こ
う
し
た
情
勢
を
う
け
て
、
大
正
九
年
ご
月
の
市
会
に
、
勝
国
銀
次
郎
ほ
か
一
二
名
の
建
議
者
、
前
回
二
一

六
ほ
か
人
名
の
質
問
者
に
よ
る
、
神
戸
市
に
特
別
市
部
会
｝
実
施
す
る
た
め
大
臣
・
貴
衆
両
院
議
員
に
陳
情
書

を
提
出
し
よ
う
と
い
う
建
議
が
提
出
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
二
月
二
十
六
日
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
た
め
、
七
月
に
入
り

次
の
よ
う
な
瞭
情
書
が
作
ら
れ
た
。

特
別
市
制
実
施
ニ
関
ス
ル
陳
情
来
日

す
べ
か
ら

近
時
我
閤
ニ
於
ケ
ル
大
都
市
ノ
勃
興
ハ
、
須
ク
割
問
シ
テ
話
相
ル
ベ
キ
現
象
ナ
リ
ト
信
ズ
。
同
シ
テ
本
市
ノ
発
展
モ
亦
問
問

特別市制運動

状
ニ
シ
テ
、
従
テ
之
一
二
応
ズ
ル
ノ
施
設
経
営
ぺ

日
そ
忽
諸
ニ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
現
行
市
制
ノ
範
囲
ニ
於
テ
、

此
刻
々
ニ
繁
劇
ヲ
加
へ
ツ
ツ
ア
ル
諸
般
ノ
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
ニ
当
り
、
進
歩
上
非
常
ナ
ル
不
便
不
利
ヲ
感
ジ
ツ
ツ
ア
ル
ハ
、

般
ノ
認
識
ス
ル
所
ナ
リ
ト
ス
。

今
ヤ
特
別
市
制
制
定
ノ
必
要
ハ
、
既
日
一
議
論
ノ
時
期
ヲ
経
過
セ
九
割
引
ク
ペ
当
局
一
一
於
テ
、
時
運
ノ
推
移
ニ
鑑
、
、
＼

第五節

時
代
ノ
要
求
ヲ
容
レ
、
別
紙
条
項
目
一
基
ヅ
キ
、
速
カ
ニ
決
定
施
行
ブ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
。
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弦
ニ
神
戸
市
会
全
会
一
致
ノ
決
議
ヲ
以
テ
、
此
段
陳
情
候
也
。

大
正
九
年
七
月
十
三
日

神
戸
市
会
議
長

太
田
保
太
郎

（
『
神
戸
市
会
史
』
第
二
巻
大
正
一
総
）

そ
し
て
そ
の
つ
別
紙
条
項
L

（
抄
出
）
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

大
都
市
ヲ
府
県
ノ
区
域
外
ト
シ
、
府
県
ト
対
立
セ
シ
ム
ル
事
。

市
ノ
公
共
事
務
ニ
付
テ
ハ
、

内
務
大
臣
之
ヲ
慌
督
シ
、

市
fj;U 
1:j=1 

府

知
事
又
ハ
府
県
参
事
会
ノ
職
務
ニ
印
刷
ス
ル
モ
ノ
ハ
、

内
務
大
臣
二
収
リ
鴎

ス。
市
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
一
一
依
リ
、
市
内
ニ
於
ケ
ル
衛
生
、
交
通
、
建
築
、

消
防
援
ピ
ニ
営
業
及
ピ
市
場
ノ
取
締
一
一
関
ス
ル
安
祭
事
務
ヲ
掌
照
一
ス
。

こ
の
隙
情
討
を
携
え
て
上
京
委
員
が
市
選
出
の
衆
議
院
議
長
に
盟
会
で
の
建
議

案
の
提
出
を
依
願
ず
る
伝
ど
の
運
動
J
Y
行
っ

ま
た
他
の
五
大
都
市
に
も
連
帯

を
巾
し
入
れ
た
。
こ
の
結
果
、
衆
議
説
で
は
坪
mm十
郎
以
下
回
名
の
名
に
よ
る
神

一
戸
市
特
別
市
制
化
の
建
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。

こ
れ
以
降
、
特
別
市
制
を
要
壊
す
る
市
会
の
意
見
市
は
大
正
十
、
十
一
、
十
二
、
十
四
年
、
問
川
和
四
年
と
繰
混
し
提
出
さ
れ
、

ま
た
大
正
十
一
年
に
は
神
戸
商
業
会
議
所
に
も
委
員
が
設
置
さ
れ
、
市
会

と
協
力
し
て
運
動
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

昭
和
四
年
ま
で
に
委
員
の
上
京
は
八
開
に
及
ん
だ
。
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ム
ハ
大
都
市
の
遂
動

と
中
央
の
動
向

六
大
都
市
が
協
力
し
て
本
に
当
た
る
た
め
の
述
絡
機
関
と
し
て
大
正
十
二
年
十
一
月
に
第
一
間
六
大
都

市
議
長
会
が
京
都
で
開
か
れ
、
速
か
に
そ
の
実
現
な
期
す
決
議
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
昭
和
問
年

ま
で
に
定
例
八
問
、
臨
時
冗
問
が
行
わ
れ
、
神
戸
で
も
大
正
十
一
一
一
年
の
第
一
一
一
問
、
昭
和
四
年
の
第
八
聞
が
仔
わ
れ
て
い
る
。

の
fHJ 

大
正

一
月
、
神
戸
市
部
制
築
の
原
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
に
は
名
称
は
っ
神
戸
部
」
と
す
る
こ
と
、
行

政
区
を
設
段
す
る
こ
と
、
郎
会
議
員
の

は
等
級
選
挙
舗
を
廃
止
す
る
こ
と
、
部
務
の
批
替
は
二
重
粒
脅
か
｝
廃
し
て
内
務
大

ほ
の
位
鼠
に
す
る
こ
と
、
部
税
の
附
加
率
は
府
県
税
の
関
税
附
加
率
の
制
限
ネ
と
市
町
村
の
附
加
税
率
を
合
算
し
た
も
の
と
す

る
こ
と
等
が
凝
ら
れ
て
い
た
。

さ
て
、
政
府
川
お
よ
び
間
会
で
の
動
向
を
み
る
と
、
大
正
十
一
年

J
ハ
大
都
市
行
政
蛇
督
ニ
…
凶
ス
ル
件
」
（
法
律
）
が
両
院
で
可

2
、，、？
3
し
、

川
川
V
ム
C
ふ
イ

十
一
月
に
は
同
名
の
勅
〈
引
が
公
布
さ
れ
、

カ
年
度
を
超
え
る
継
続
的
以
に
関
す
る
こ
と
等
を
除
く
県
の
監
督
が
解
除

さ
れ
た
（
問
機
の
六
大
都
市
に
関
す
る
特
例
世
相
授
は
、
大
正
十
五
年
、
昭
和
四
年
に
も
出
さ
れ
て
い
る
て
さ
ら
に
政
府
は
大
正
十
一

月
臨
時
大
部
市
制
度
調
夜
会
な
発
足
さ
せ
、
そ
こ
で
は
「
部
長
を
官
吏
ト
ス
ル
コ
ト
L

が
決
議
さ
れ
た
が
、
前
年
の
第

14」
＼

U
Hト
ω

ノ

大
部
市
議
長
会
で
つ
郎
長
ハ
現
行
通
リ
公
選
ト
ナ
ス
」
を
決
め
て
い
た
の
で
第
二
回
の
そ
れ
で
も
こ
の

は
反
対
を
し

特別rfI1i~J運動

Tこ
大
正
十
問
年
米
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
第
五

に
は
六
大
都
市
の
特
別
市
制
案
が
各
個
別
に
提
出
さ
れ
、

寸
山
中

みぷ
e

も
県
選
出
の
斎
藤
降
犬
（
怒
政
会
）
、
砂
間
近
一
政
（
政
友
会
）
、

一
戸
市
ニ
関
ス
ル
法
律
案
」

折
原
己
一
郎
（
政
友
本
党
）
、

森
田
金
蔵

第五節

（
実
業
向
志
会
）
の
共
同
提
案
に
よ
り
衣
議
院
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
衆
議
院
を
通
過
し
た
が
貴
族
院
で
審
議
未

了
と
な
っ
た
。
こ
の
の

五
年
十
一
月
、
政
府
は
東
京
都
制
案
を
発
表
し
、
十
二
月
に
は
東
京
市
を
除
く

J
ぷ
都
市
大
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阪
市
名
古
屋
市
神
戸
市
及
ピ
横
浜
市
ニ
関
ス
ル
法
律
案
」
が
第
五

議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
衆
議
読
は
通
過
し
た
が

貴
族
院
で
審
議
未
了
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
東
京
市
は
部
制
案
に
傾
き
他
の
五
大
都
市
と
は
若
干
様
相
を
異
に
し
て
き
た
が
、
翌
昭
和
二
年
に
は
四
回
も
開
か

れ
た
六
大
都
市
議
長
会
で
は
、
共
同
し
て
部
制
お
よ
び
特
別
市
制
実
現
に
む
け
て
尽
力
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
昭
和
四
年
に

か
け
て
一
層
激
し
い
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。

と
く
に
昭
和
二
年
に
行
わ
れ
た
府
県
会
議
員
選
挙
で
は
「
大
都
市
の
棄
権
者
は
四
割
乃
五
五
割
に
達
し
て
ゐ
る
が
多
い
。
之

れ
は
市
民
の
生
活
に
直
接
関
係
を
有
せ
ぬ
府
県
会
議
員
は
何
人
が
当
選
し
て
も
大
し
て
影
響
し
な
い
と
冷
淡
に
構
へ
て
賠
る
結

果
で
、
之
等
の
都
市
に
は
速
か
に
部
制
案
を
布
く
必
要
あ
り
と
て
、
部
制
案
必
要
の
一
大
証
左
と
見
倣
さ
れ
て
居
る
L

（『又新』

昭
和
二
年
十
月
四
日
）

と
の
意
見
も
山
山
て
運
動
は
一
一
胞
の
盛
り
上
り
を
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
初
年
の
神

戸
市
の
動
き

神
戸
市
で
は
、
勝
田
銀
次
郎
を
は
じ
め
各
会
派
市
会
議
員
の
志
向
が
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た
。

政
府
の
方
で
も
口
で
は
自
分
述
に
巧
い
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
、
が
、
実
施
す
れ
ば
面
倒
だ
か
ら
出
来
る

だ
け
引
張
っ
て
置
か
う
と
一
一
一
口
ふ
祉
が
あ
る
か
ら
、
何
時
ま
で
経
っ
て
も
解
決
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
如
き
市

長
や
議
長
の
会
議
だ
と
か
上
京
委
員
な
ど
に
一
任
す
る
が
如
き
運
動
で
は
到
底
ラ
チ
が
あ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
後
は

市
民
自
ら
が
こ
れ
が
為
に
醗
起
奮
闘
す
る
と
一
百
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

で
先
づ
そ
の
第
一
ル
慨
を
神
戸
市
か
ら
若
け

た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
万
一
こ
れ
を
向
か
ざ
る
内
閣
な
ら
ば
倒
し
て
終
ふ
。

ま
た
こ
の
運
動
に
参
加
し
て
そ
の
成

功
に
身
命
を
賭
す
る
の
覚
悟
の
な
い
や
う
な
市
部
選
出
の
代
議
土
は
再
び
市
民
は
選
出
し
な
い
と
き
口
ふ
徹
底
的
な
と
こ
ろ

ま
で
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
『
又
新
』
昭
和
二
年
十
月
八
日
）
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そ
し
て
市
民
大
会
を
開
き
、
特
別
市
制
実
施
請
願
デ
ー
を
提
唱
し
よ
う
と
も
報
道
さ
れ
た
。

さ
て
、
昭
和
三
年
末
か
ら
四
年
に
か
け
て
開
か
れ
た
第
五
六
議
会
で
は
、
地
方
分
権
を
唱
え
る
問
中
義
一
政
友
会
内
閣
の
下

で
、
府
県
制
・
市
制
町
村
部
の
改
正
案
が
実
現
し
、

四
年
七
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
「
六
大
都
市

行
政
位
菅
特
令
」
が
出
さ
れ
た
が
、
特
別
税
の
新
設
・
変
更
、

の
起
岱
・
利
率
・
償
還
方
法
、

一
年
を
超
え
る
継
続
出
丸
と

い
っ
た
市
に
と
っ
て
必
要
な
事
項
の
府
県
知
事
許
認
可
権
は
依
然
変
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
議
会
で
も
特
別
市
制
法
案
は

衆
議
院
は
通
過
し
た
が
、
貴
族
院
で
寄
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
年
の
九
月
来
神
し
た
安
述
内
相
（
浜
口
雄
幸
民
政
党
内
線
）
に

市
長
以
下
が
陳
矯
し
た
が
、
開
月
開
か
れ
た
市
会
で
は
、
勝
田
銀
次
郎
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
不
信
感
が
表
明
さ
れ
た
。

衆
議
院
ハ
自
カ
ラ
院
議
ヲ
以
テ
可
決
シ
タ
ル
案
デ
ア
ル
ガ
放
て
必
ズ
之
ガ
成
立
ヲ
期
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

一
一
拘
ラ
ズ
、
唯
ダ
義
理
一
一
衆
議
院
ダ
ケ
ヲ
通
過
セ
シ
メ
タ
ダ
ケ
ト
シ
ヵ
、
私
ハ
受
取
レ
ヌ
様
ナ
態
度
目
一
見
エ
ル
。
何
人
ノ

日
一
一
モ
憲
政
自
治
ノ
擁
護
者
タ
リ
、
特
別
市
制
案
ノ
産
婆
役
ナ
リ
ト
シ
テ
ノ
忠
実
ナ
ル
義
務
ヲ
果
シ
タ
ト
ハ
云
へ
ナ
イ
ノ

デ
プ
リ
マ
ス
。
甚
ダ
遺
憾
千
万
ナ
コ
ト
デ
プ
リ
マ
ス
。
叉
議
会
一
一
向
ツ
テ
運
動
ヲ
為
シ
タ
所
ノ
ム
ハ
大
都
市
側
ノ
当
局
者
ぺ

唯
形
式
的
ニ
連
レ
立
ツ
テ
山
中
訳
的
ノ
陳
情
ヲ
シ
タ
ノ
ミ
デ
ア
リ
ノ
マ
シ
テ
、
其
ノ
運
動
ノ
目
的
ヲ
達
成
ス
ル
ダ
ケ
ノ
覚
悟
ガ

特別r!111前運動

表
ハ
レ
テ
居
ナ
カ
ッ
タ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、

頗
ル
之
ハ
叉
遺
憾
デ
ア
リ
マ
ス
。
（
『
神
一
戸

私
1
1
ハ
モ
日
ニ
見
ル
所
デ
ア
リ
マ
ス
。

市
会
史
』

第
二
巻

大
正
編
）

し
か
し
、
こ
の
第
五
六
議
会
で
否
決
し
た
貴
族
院
も
っ
大
都
市
ニ
対
シ
テ
ハ
特
別
ノ
市
制
ヲ
設
ク
ル
ノ
必
要
ア
ワ
ト
認
ム
ル
ヲ

第五節

以
日
ア
、
政
府
ハ
之
一
一
関
シ
成
ル
ベ
ク
速
カ
ニ
調
査
研
究
ヲ
遂
ゲ
、
成
案
ヲ
得
一
ア
之
ヲ
議
会
－
一
提
出
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ

ム
」
（
同

右
）
と
の
希
望
条
件
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

政
府
は
同
年
末
に
大
都
市
制
度
調
査
委
員
会
を
発
足
さ
せ
、
翌
年
一
月
安
達
内
相

近代・現代歴史綴W629 



の
諮
問
に
つ
い
て
’
審
議
す
る
こ
と
に
な
り
、
黒
瀬
市
長
も
そ
の
委
員
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
正
九
年
以
来
特
別
市
制
運
動

は
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
現
へ
の
道
程
は
速
か
っ
た
。

で
は
、
特
別
市
制
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

2 

特
別
市
制
を
め
ぐ
る
問
題
点

二
重
監
督

問
題

特
別
市
制
を
要
求
す
る
側
の
理
由
は
、
大
正
十
年
の
太

m保
太
郎
市
会
議
長
の
談
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
太

回
議
長
は

大
都
市
と
し
て
切
に
特
別
市
制
実
施
を
希
望
す
る
所
以
の
も
の
は
、
第
一
に
二
軍
監
督
の
廃
止
で
あ
る
。
第
二
は
市
内

に
於
け
る
交
通
、
衛
生
、
消
防
、
建
築
、
営
業
等
に
関
す
る
取
締
若
く
は
警
察
本
務
会
｝
市
の
管
掌
に
移
す
事
で
あ
る
。

道
路
の
如
き
は
、
市
が
多
大
の
費
用
を
投
じ
て
修
築
を
な
す
に
、
此
れ
が
管
理
権
は
地
方
長
官
（
知
事
）
に
あ
り
。
採
尿

処
分
並
に
伝
染
病
の
如
き
も
市
は
直
接
に
管
理
を
為
す
こ
と
を
得
ず
。
殊
に
市
内
小
学
校
教
員
の
俸
給
等
は
市
に
於
て
支

給
す
る
も
、
任
免
権
は
知
事
の
学
援
す
る
処
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
は
突
に
矛
盾
の
甚
だ
し
き
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

（略）市
の
内
容
及
組
織
の
不
完
全
な
る
な
理
由
と
し
て
特
別
市
制
実
施
を
尚
早
な
り
と
な
す
は
、
昔
日
官
昨
政
治
万
能
時
代

に
政
党
政
治
の
到
底
不
可
能
な
る
を
説
い
た
悶
思
想
の
言
と
等
し
く
、
到
底
特
別
市
制
実
施
反
対
の
有
力
な
る
恕
出
と
は

な
ら
な
い
o

Q
又
新
』
大
正
十
年
一
月
一
一
一
日
）
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こ
れ
に
対
し
兵
庫
県
側
で
は
、
有
吉
忠

わ
ず
か

知
事
が
コ
点
米
は
段
々
市
長
の
権
限
が
拡
張
さ
れ
て
、
唯
鴇
に
市
伏
其
他
に
関
す

る
議
類
が
県
を
経
由
す
る
の
み
で
あ
る
」
（
同

一
月
一
日
）
と
反
論
し
、

県
内
務
部
長
も
「
神
戸
市
の
如
き
大
都
市
の
仕
事
に

就
い
て
は
成
る
べ
く
県
も
不
干
渉
主
義
を
昨
し
、
相
談
相
手
と
一
五
ふ
心
持
で
、
共
に
調
査
研
究
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
一

主
蛇
町
四
日
の

は
な
い
積
り
で
、
却
て
現
在
の
県
と
云
ふ
も
の
が
な
く
な
れ
ば
市
の
為
め
に
不
利
代
田
だ
と
思
ふ
。
要
す
る
に

県
の
関
門
が
通
ら
な
い
や
う
な
も
の
を
内
務
省
へ
直
接
持
っ
て
行
っ
て
も
通
過
し
な
い
の
は
知
れ
切
っ
た
話
で
（
絡
）
就
中
東
京

と
は
最
も
遠
爾
の
地
に
あ
る
神
戸
市
の
如
き
は
、
却
て
事
務
の
渋
滞
を
米
し
は
せ
ぬ
か
」
（
同
）
と
反
論
し
た
。

大
正
十
年
時
点
は
と
も
か
く
、
翌
年
J
ハ
大
都
市
行
政
聡
督
一
一
樹
ス
ル
件
」
の
法
律
と
勅
令
が
公
布
さ
れ
る
と
、
特
別
市
制
化

を
推
進
し
よ
う
と
す
る
神
戸
商
業
会
議
所
の

（
絡
水
）
は
っ
政
府
は
之
に
依
っ
て
市
長
に
強
大
な
る
権
限
を
委

任
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

間

大
五
十
二
年

二
重
聡
叔
協
の
般
廃
と
効
果
に
於
て
異
な
る
所
は
な
い
の
で
あ
る
と
云
ふ
て
居
る
」

四
月
三
十
日
）
と
指
摘
し
た
。

「
然
し
こ
の

の
撤
廃
と
い
ふ
こ
と
は
斯
様
な
単
純
な
事
務

し
か
し
、

福
本
は
告
一
口
う
。

的
意
味
の
も
の
で
は
な
い
。
一
一
議
監
督
の
撤
廃
即
ち
府
県
知
事
の
佐
督
な
脱
す
る
と
い
ふ
本
来
の
精
神
は
、
市
の
地
位
の
向
上ド

ιな
主
限
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
府
県
か
ら
市
を
切
り
離
し
て
府
悶
m
と
対
立
の
地
位
に
置
く
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
（
略
）
人
日
I

の
如

特別市制運動

ふ
に
府
県
知
事
の
ア
に
市
長
が
あ
る
様
で
は
、
到
底
鑓
秀
な
る
市
長
は
望
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
知
事
の
命
是
従
的
の
市
長
な

れ
ば
、
こ
れ
は
ボ
ン
グ
ラ
市
長
で
あ
っ
て
市
民
の
不
利
益
は
勿
論
、
市
側
の
浮
ぷ
瀬
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
り
と
て
少
し
硬
骨

そ
れ
で
は
円
満
な
自
治
は
進
捗
せ
な
い
の
で
あ
る
」
（
問
）
。

な
市
長
が
来
れ
ば
、

二
重
監
督
徹
廃

知
事
と
附
一
嘩
を
す
る
。

第五節

問
題
は
意
外
に
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
本
意
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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欝
祭
権
移
管
問
題
と
市

長
官
選
・
公
選
問
題

そ
れ
よ
り
も
内
務
省
サ
イ
ド
で
の
大
き
な
問
題
の
一
つ
は
警
察
権
の

部
移
譲
問
題
で
あ
っ
た
。
山

岡
県
磐
察
部
長
は
大
正
十
年
、
高
等
・
司
法
警
察
を
市
に
与
え
る
こ
と
は
困
難
と
し
た
あ
と
で
「
現

在
で
も
交
通
、
衛
生
、
保
安
の
如
き
仕
事
は
、
実
際
に
市
が
行
っ
て
居
る
に
、
夫
れ
に
警
察
権
の
な
い
の
は
恰
も
鬼
に
金
棒
の

な
い
の
と
同
然
不
便
緩
ま
る
事
と
御
察
し
す
る
が
、
一
万
来
警
察
の
沿
革
は
各
国
共
に
事
情
を
奥
に
し
て
居
っ
て
、

日
本
の
如
き

は
直
に
市
に
移
す
事
は
不
可
能
で
あ
ら
う
」
（
同

大
正
十
年
十
月
二
日
）
と
否
定
的
見
解
を
示
し
て
い
た
。
先
の
一
稲
本
も
「
従
来

よ
り
特
市
案
の
暗
礁
と
さ
れ
て
居
る
大
問
題
は
こ
の
警
察
権
の
移
管
問
踏
で
あ
る
」
（
肉

大
正
十
二
年
五
月
二
日
）
と
し
つ
つ
、

「

般
行
政
中
、
都
市
の
白
治
的
活
動
上
最
も
街
援
な
る
関
係
を
有
す
る
或
る
特
種
の
警
察
権
を
部
長
に
委
ね
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

即
ち
衛
生
、
市
場
、
交
通
、
建
築
、
消
防
、
営
業
等
に
関
す
る
警
察
権
を
部
長
に
移
管
し
」
（
同

五
月
四
日
）
と
主

張
し
、
さ
ら
に
県
知
事
、
部
長
、
検
事
局
其
他
学
識
経
験
者
に
よ
る
警
察
委
員
制
度
の
下
に
警
察
権
を
ゆ
だ
ね
、
警
察
の
民
衆

化
を
闘
っ
た
ら
ど
う
か
と
提
案
し
た
。

そ
し
て
こ
の
啓
察
権
移
管
問
題
と
も
関
連
し
て
特
別
市
制
の
市
長
ま
た
は
部
長
の
官
選
・
公
選
問
題
が
あ
っ
た
。
揺
本
は
「
自

治
体
の
主
脳
を
官
吏
と
な
す
が
如
き
は
、
自
治
本
来
の
精
神
を
没
却
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
今
斯
様
な
嗣
郎
、
迂
の
論
を
な
す
も

の
L
な
き
に
至
っ
た
の
は
、
さ
す
が
に
時
代
の
進
運
と
い
ふ
も
の
は
争
は
れ
ぬ
、
も
の
で
あ
る
こ
と
が
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
L

｜司

四
月
二
十
二
日
）
と
述
べ
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
時
代
が
下
っ
て
昭
和
問
、
五
年
頃
か
ら
官
選
市
長
案
と
し
て
再
び
頭
を

も
た
げ
て
き
た
。
衆
議
説
議
員
中
井
一
夫
は
昭
和
八
年
秋
の
兵
庫
県
都
市
研
究
会
主
催
の
「
都
市
問
題
鹿
談
会
L

の
席
上
「
貴

族
院
を
通
過
い
た
す
も
の
は
市
長
を
官
選
に
し
て
市
の
制
度
を
官
選
主
義
で
行
く
と
云
ふ
や
う
な
方
針
に
よ
る
特
別
市
制
で
あ

り
ま
す
が
、
併
し
さ
う
云
ふ
案
は
必
ず
衆
議
院
に
於
て
は
接
り
潰
し
叉
は
否
決
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
衆
議
院
の
方
に
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於
て
は
、
常
に
市
長
公
選
、
市
制
公
選
主
義
の
建
前
で
一
行
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
又
政
府
が
反
対
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
て
貴
族
院
へ
廻
る
と
必
ず
援
り
浪
し
或
は
寄
決
さ
れ
る
運
命
に
あ
り
ま
し
て
、
貴
族
院
、
衆
議
院
共
に
通
過
す
る
こ
と
は

非
常
に
困
難
な
状
態
で
す
」

（
『
都
市
研
究
』
昭
和
九
年
一
月
号
、
以
下
向
じ
）
と
こ
の
問
題
の
難
し
さ
を
語
っ
て
い
る
。
中
井
や
、

同
席
し
た
森
本
清
一
沼
市
会
副
議
長
ら
は
、
市
サ
イ
ド
か
ら
も
官
選
で
も
よ
い
と
い
う
意
見
が
出
て
き
た
こ
と
を
憤
慨
し
た
が
、

こ
の
頃
に
な
る
と
前
回
一
二
六
市
会
副
議
長
の
つ
特
別
市
制
に
於
け
る
市
長
は
官
選
で
も
よ
い
と
考
へ
て
を
り
ま
す
。
政
府
の

一
広
ふ
こ
と
を
開
い
て
速
か
に
何
等
か
の
形
の
も
の
を
獲
得
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
の
意
見
の
よ
う
に
、
な
か
な
か
実

現
し
な
い
特
別
市
制
に
対
し
て
政
府
に
妥
協
し
よ
う
と
す
る
者
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。

特
別
市
制
を
め

ぐ
る
組
問
と
市

も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
特
別
市
制
化
に
よ
っ
て
大
都
市
が
管
轄
下
か
ら
離
脱
さ
れ
る
府
県
の
問
題
で

あ
っ
た
。
大
正
十
年
二
月
、
桜
井
市
長
以
下
が
上
京
し
て
内
務
大
陸
に
面
接
し
た
時
、
内
務
大
置
は
「
之

ヲ
実
施
ス
ル
ト
ナ
ル
ト
府
県
等
ノ
関
係
ガ
ア
ル
」
と
述
べ
た
が
、
昭
和
一

一
日
の
『
神
戸
叉
新
日
報
』
が
「
あ
る

通
人
の
観
測
」
と
し
て
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
政
府
側
で
は
財
政
的
に
六
大
都
市
を
府
県
か
ら
独
立
さ
せ
て
了
ふ
と
其
府

県
が
財
政
的
に
関
窮
し
、
そ
の
府
県
の
独
立
錐
持
が
危
く
な
る
と
説
い
て
、
財
政
的
独
立
を
意
味
す
る
特
別
市
制
は
困
難
で
あ

特別市制運動

る
か
の
如
、
き
口
吻
を
漏
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
兵
庫
県
の
市
部
連
帯
県
授
の
分
担
割
合
の
推
移
を
み
る
と
切
ら
か

に
な
る
。
す
な
わ
ち
大
正
八
年
度
の
そ
れ
は
市
部
日
二
人
形
対
郡
部
日
七
二
%
で
あ
っ
た
も
の
が
、
大
正
十
一
年
度
に
は
市
部

日
凹
O
M
P
対
郡
部
日
六
O
%
と
な
っ
て
市
部
負
担
割
合
は
年
々
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
前
出
の
「
通
人
の
観
測
」

第五節

は
こ
れ
に
対
し
「
府
県
存
立
の
為
に
大
都
市
を
財
政
的
に
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
、
政
府
と
し
て
は
果
し
て
政
治
的
に
当
を
得
た

も
の
で
あ
ら
う
か
？
大
都
市
を
府
県
か
ら
独
立
さ
せ
た
後
ち
の
府
県
が
府
県
民
の
魚
拐
を
加
重
す
る
か
ら
立
ち
行
か
な
い
と
一
一
一
日
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ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
を
立
ち
行
か
せ
る
や
う
な
方
法
を
講
ず
る
の
が
為
政
者
の
職
責
で
は
な
い
か
。
例
へ
ば
京
都
、
大
阪
、
東
京

の
一
一
一
府
の
如
き
、
市
を
除
い
た
後
ち
の
郎
は
そ
れ
ぞ
れ
隣
接
の
県
に
分
割
編
入
せ
し
め
る
と
か
い
ろ
／
＼
な
適
法
を
講
ず
れ
ば

泣
い
の
で
あ
る
L

と
批
判
し
た
が
、
こ
の
点
は
昭
和
に
入
っ
て
も
依
然
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
前
述
の
「
都
市
問
題
腔
談

ム
ぷ
し

（
昭
和
八
年
）
の
席
上
で
も
、
上
回
実
県
会
議
長
が
寸
大
体
府
県
知
事
は
六
大
都
市
を
府
県
か
ら
離
す
こ
と
に
は
慨
が
賛
成

し
て
な
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
、
兵
庫
県
知
事
も
燦
征
し
た
山
県
治
郎
が
そ
の
反
対
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
、
丹

下
良
太
郎
前
市
会
議
長
が
、
昭
和
五
年
一
月
に
第

回
の
会
合
が
行
わ
れ
た
大
都
市
制
度
調
査
会
で
も
府
県
側
の
消
極
的
態
度

に
よ
り
、
調
夜
会
が
こ
間
以
降
開
店
休
業
の
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
。

自
治
発
展
上

の
問
問
題
点

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
特
別
市
制
は
悶
難
を
き
わ
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
、
仮
に
右
の
よ
う
な
特
別
市

制
を
実
現
し
た
と
し
て
も
、
税
制
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
で
は
大
都
市
の
自
治
的
発
展
は
必
ず
し
も

実
現
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
か
っ
た
。

大
正
十
年
九
月
の
『
都
市
公
論
b

誌
上
に
お
い
て
小
林
丑
三
郎
は
「
財
源
の
点
、
特
に
税
の
問
思
か
ら
し
て
特
別
市
制
と
云

ふ
も
の
は
出
来
る
か
出
来
ぬ
か
は
非
常
な
関
係
な
持
つ
も
の
で
あ
る
L

と
述
べ
た
、
が
、
郎
市
研
究
会
常
務
幹
事
の
附
川
市
常
一
は
、

ヨム
F
「

L
サヨコ『
ν
H
4
3
χ
、ム間同

1
3
3
ブ
j
u
f
4
H
4
2
2れ
』

で
「
都
市
の
能
命
な
完
全
に
遂
行
せ
ん
が
為
に
、
そ
の
生
命
に
し
て
叉
活
動
の
源
泉
た
る
財

源
の
独
立
性
を
保
有
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
と
問
問
に
、
問
題
の
地
租
及
び
営
業
税
の
一
部
の
委
談
の
み
を
以
て
満
足
し
能
は
ざ

る
も
の
あ
る
こ
と
を
明
言
せ
ん
と
欲
す
」
と
述
べ
、
翌
月
の
同
誌
上
で
も
「
一
万
米
2M治
制
の
本
領
と
す
る
所
は
、
独
立
自
営
の

大
精
神
を
以
て
進
む
で
自
力
で
各
般
の
施
設
を
進
む
べ
き
も
の
」
と
し
「
都
市
に
財
源
を
与
へ
ず
、
起
償
も
亦
容
易
に
認
可
せ

ず
、
阪
め
て
少
額
の
補
助
金
な
下
附
す
る
の
み
に
し
て
都
市
の
改
造
を
期
待
せ
ん
と
す
る
の
が
如
き
は
余
り
に
時
勢
を
解
せ
、
ざ
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る
も
の
」
と
政
師
、
を
批
判
し
た
。

実
探
、
市
に
と
っ
て
こ
の
財
源
と
財
政
自
治
権
の
問
題
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
。
神
戸
市
は
大

正
十
年
の
大
都
市
事
務
協
議
会
に
も

っ
地
租
及
営
業
税
を
速
に
地
方
税
に
移
管
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
建
議
姶
む
と
す
し

（
『
又
新
』

の
鵠
議
会
に
対
し
て
も
、
市
立
貯
議
銀
行
実
現
を
提
案
し
て
い
た
。
十
五
年
の
ふ
ハ
大

（俗）

都
市
市
長
会
議
で
も
「
将
米
都
市
計
岡
山
卒
業
を
進
め
る
た
め
、
土
地
増
加
税
法
な
速
に
発
布
せ
ら
れ
ん
こ

大
正
十
年
九
月
九
日
）

を
提
出
し
、
十
一

！可

大
正
十
五
年
五
月
二
十
三
日
）
を
建
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
大
正
後
半
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
地
方
r
円
治
体
へ
の
委
譲
財
源
と
し
て
常
に
話
題
と
な
っ
た
も
の
が
地
組

と
営
業
税
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
税
の
地
方
へ
の
委
譲
問
題
が
J

初
め
て
と
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
原
敬
政
友
会
山
内
閣
に
よ
っ
て
大

正
九
年
に
設
閉
院
さ
れ
た
臨
時
財
政
絞
済
調
査
会
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
以
後

折
、
し
て
政
友
会
の
地
方
財
政
政
策
の
革
本
と
な
っ

た
。
そ
の
具
体
化
は
、
昭
和
二
年
間
中
義
一
政
友
会
内
調
の
下
で
の
行
政
審
議
会
で
の
決
定
を
み
た
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
神
戸
市
に
も
し
地
租
が
委
譲
さ
れ
る
な
ら
、
現
行
の
法
定
地
価
基
準
で
計
算
し
て
も
、
昭
和

年
度
に
は
約
五
五
万
円
の

地
租
増
収
に
な
る
計
算
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
行
政
務
議
会
が
決
定
し
た
賃
貸
価
格
基
準
と
す
る
な
ら
、
税
率
に
も
よ
る
が
、
ょ

!f!f7Jlj rli~l~l運動

り
多
く
の
増
収
が
期
待
さ
れ
た
。

問
中
舟
閣
は
、
昭
和
四
年

に
こ
の
碍
税
委
譲
案
（
地
租
は
市
町
村
に
、
営

月
の
第
五

業
収
益
税
は
府
県
に
委
談
す
る
案
）
な
提
出
し
た
。

し
か
し
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

第五節
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3 

「
神
戸
市
繁
栄
策
L

「
神
戸
市
繁
栄
策
L

の
論
文
を
募
集
し
た
。
応
募
ニ
百
余
編
を
審

査
し
、
翌
年
四
月
、

大
正
十
五
年
神
戸
叉
新
日
報
社
は
、

四
編
の
論
文
を
入
選
と
し
た
。
そ
の
中
で
都
市
行
財
政
部
か
ら
み
て
一
際
異
彩
を

藤
原
米
造
の
「
神

戸
市
繁
栄
策
」

一
等
当
選
者
藤
原
米
造
の
「
神
戸
市
繁
栄
策
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
大
正
二
年
に
神
戸
高
商
（
現
神
戸
大
学
）
を

放
っ
た
も
の
が
、

卒
業
し
た
の
ち
海
運
業
を
営
み
、
大
正
十

愛
問
自
由
党
を
組
織
し
た
異
色
の
人
物
で
あ

った。藤
原
は
、
当
選
論
文
に
お
い
て
、
都
市
経

営
は
市
営
事
業
を
含
め
積
械
主
義
で
行
く
べ

き
だ
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
大
い
に
公
債
を

発
行
す
べ
き
だ
と
し
た
。

し
か
し
公
僚
は
所

詮
借
金
で
あ
る
か
ら
、
市
の
恨
久
財
源
も
確

保
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
次
の
よ
う

に
主
張
し
た
。

独
立
財
源
獲
得
の
為
め
に
、
各
市
の
聯

の
総
選
挙
に
出
馬
し
て
落
選
し
た
が
、
以
後
政
治
活
動
に
奔
走
し
、
暁
明
会
、

mf鰐lflii自！言宮内村民話IiirR Q5識白書恵詑d霊長選出費 智｝滋JJl

iltllm~1~議rr~ 品二年三緊急時あ 1; ¥ J ふ
Hi1訴時事？？？喜子 選

itiimif!ir 1littit H~説
明鵠謀議ち総型経ii=_ll

;1jmJ~mm11111 lf i 骨＇~野ffi·~·i主将棋設計z：持
写真 45 「神戸市繁栄策」懸賞当選論文

（「又新a昭和 2年6月16日）
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合
運
動
に
よ
っ
て
地
租
の
地
方
委
譲
を
此
の
際
解
決
し
て
終
は
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
或
ひ
は
体
系
上

必
要
な
ら
ば
営
業
収
益
税
も
資
本
利
子
税
も
各
そ
の
額
を
適
当
に
按
配
し
て
地
方
に
委
譲
し
て
も
慈
支
へ
な
い
。
（
略
）

此
の
外
、
期
待
し
得
る
財
源
と
し
て
土
地
増
価
税
が
あ
る
。
土
地
増
価
税
は
都
市
計
画
の
財
源
と
し
て
現
在
の
受
益
者

特
別
負
担
制
度
よ
り
も
一
一
線
完
全
な
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
従
来
惣
像
せ
ら
れ
た
程
、
之
れ
に
期
待
出
来
ぬ
事
は
、
欧
米

都
市
の
課
税
実
例
が
之
れ
を
示
し
て
ゐ
る
。
何
と
云
っ
て
も
地
殺
の
委
設
に
如
く
も
の
は
鉱
山
い
。

地
租
委
譲
は
今
既
に
政
友
会
の
主
張
す
る
処
で
あ
る
が
、
池
町
選
議
会
に
於
て
は
再
度
の
税
制
改
革
案
が
次
の
如
き
体
系

を
以
て
現
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
ふ
。

所
得
税
の
累
進
率
を
逓
増
し
て
国
税
の
中
軸
と
な
し
、
財
産
税
を
創
設
し
て
補
完
税
と
な
す

2 

間
接
消
費
税
減
廃
を
徹
底
す

3 

地
租
、
営
業
収
益
税
、
資
本
利
子
税
を
軽
減
し
て
地
方
に
委
譲
し
、
之
れ
を
以
て
地
方
税
の
中
執
と
す

（
絡
）
吾
等
は
大
い
に
馬
力
を
か
け
て
独
立
財
糠
を
要
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
『
又
新
』
昭
和
二
年
六
月
十
五
日
）

こ
の
よ
う
に
地
方
独
立
財
源
の
獲
得
を
主
張
す
る
と
同
時
に
勺
今
日
の
築
港
の
拡
大
、
今
日
の
道
路
交
通
の
完
備
か
ら
見
る

特J.jl]r行制運動

な
ら
ば
、
神
戸
港
は
大
阪
市
の
一
部
を
な
す
外
批
俗
で
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
り
、
大
阪
市
は
神
戸
市
の
一
部
を
な
す
工
業
地
帯

で
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
阪
神
一
一
部
は
無
用
の
競
争
を
な
す
理
由
は
少
し
も
無
い
管
で
あ
る
。
（
略
）
此
れ
等
行
政
臣
を
打

丸
と
な
し
、

大
『
阪
神
都
』
を
実
現
せ
ん
こ
と
を
大
い
に
高
唱
し
た
い
の
で
あ
る
」
（
問

っ
て

十
六
日
）
と
壮
大
な
構
想
を

第五節

示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
阪
神
都
」
の
実
現
に
よ
っ
て
、
従
来
の
特
別
市
制
よ
り
以
上
の
自
治
権
を
獲
得
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
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主
張
し
た
。

大
都
市
の
大
事
業
を
為
す
に
市
づ
っ
て
、
現
在
の

一
前
一
一
三
重
の
院
替
制
度
、
郎
、
地
方
庁
と
地
方
都
市
計
回
委
員
会
の
第
一

次
監
督
を
経
て
、
内
務
本
省
と
中
央
部
市
計
副
委
員
会
の
監
督
、
加
ふ
る
に
起
債
に
就
て
は
ま
た
大
蔵
省
に
お
百
度
を
踏

む
、
此
の
煩
雑
な
る
制
度
を
一
日
も
早
く
改
め
て
、
敏
活
な
る
神
戸
市
の
活
動
を
希
ふ
為
め
に
も
、
神
戸
市
丈
の
部
制
案

で
は
実
現
党
束
な
い
、
阪
神
都
と
し
て
自
由
権
限
を
速
か
に
得
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
。
（
同

十
七
日
）

こ
の
藤
原
の
構
想
は
ま
こ
と
に
気
宇
壮
大
と
い
う
よ
り
当
時
と
し
て
は
夢
想
に
近
か
っ
た
。

し
か
し
「
阪
神
都
」
構
想
は
別

と
し
て
、
こ
こ
に
一
刑
さ
れ
た
都
市
2

什
治
構
想
は
、
あ
る
意
味
で
特
別
市
制
の
究
級
の
も
の
で
あ
り
、
都
市
の
自
治
的
発
展
に
は

Mmに
府
県
か
ら
の
独
立
だ
け
で
な
く
中
央
政
府
に
対
し
て
も
よ
り
高
い

rH治
を
も
つ
こ
と
の
必
要
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

都
市
の
向
国

立
の
閤
難

だ
が
、
現
実
は
厳
し
か
っ
た
。

（
昭
和
八
年
）
の
席
上
、
兵
庫
県
都
市
研
究

そ
の
こ
と
は
っ
都
市
問
題
座
談
会
L

会
会
長
勝
旧
銀
次
郎
の
次
の
設
の
中
に
契
約
的
に
一
市
さ
れ
て
い
よ
う
。

今
日
、
我
国
の
大
都
市
は
行
政
上
、
財
政
上
、
府
県
と
独
立
す
る
の
実
力
と
能
力
含
有
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
ム
ハ
大
都
市
多

年
の
姿
堕
た
る
特
別
市
制
の
実
現
を
見
る
に
至
ら
ず
し
て
、
其
の
行
政
は
徒
ら
に
複
雑
、
錯
綜
を
極
め
て
蔚
る
状
態
で
御

康
い
ま
す
。
閉
み
て
之
を
神
戸
市
財
政
の
上
よ
り
市
税
の
状
況
を
調
べ
ま
し
で
も
、
関
府
削
除
税
の
重
圧
の
下
に
あ
り
ま
し

て
開
力
性
の
乏
し
い
附
加
税
主
義
で
は
財
政
は
抗
泊
を
告
げ
る
詐
り
で
、
之
に
大
な
る
期
待
は
持
た
れ
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
（
『
都
市
研
究
』
昭
和
九
年

月
口
万

こ
の
よ
う
に
都
市
の
自
立
が
な
か
な
か
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

可
都
市
公
論
』
（
大
正
十
一
年
十
月
）
に
は
「
有
名
無

の
補
助
を
受
け
ん
が
た
め
に
血
恨
に
な
っ
て
上
京
し
、
或
は
政
党
に
便
り
、
或
は
関
係
者
を
求
め
て
政
府
に
哀
願
し
」

「名
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っ
て
突
な
き
補
助
に
甘
ん
じ
て
岐
に
争
奪
な
試
む
る
の
結
果
、
或
は
党
略
の
乗
ず
る
所
と
為
り
、
往
々
却
て
地
方
財
政
に
禍

す
る
事
さ
へ
あ
る
」
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
と
映
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

特百lJr行制運動第五節
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